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         熊本市緑の基本計画推進委員会委員 募集要項 

 

Ⅰ 公募内容 

１ 内容 

熊本市緑の基本計画（令和 3年（2021年）3月改定）に基づく本市の緑地の保全や緑化の

推進に関する取組について評価し、審議を行う。あわせて、令和 8年度（2026年度）から

本計画の中間見直しを予定していることから、見直しに必要となる審議を行う。 

 

２ 募集人員 

１人 

 

３ 任期 

任期は、熊本市長が候補者を熊本市緑の基本計画推進委員会の委員に委嘱した日から 3 年

とする。 

 

４ 応募資格 

委員の応募資格は、令和 8年（2026年）4月 1日時点で次の各号の全てを満たす者とする。 

(1) 18歳以上であること。 

(2) 熊本市内に在住、通勤又は通学していること。 

(3) 熊本市議会議員又は熊本市職員（会計年度任用職員を含む）でないこと。 

(4) 本市の他の審議会等の委員を５つ以上兼務していないこと。 

(5) 開催する審議に参加できること。 

 

５ 報酬 

日額 10,000円 

 

６ 会議の開催 

  年 1回程度開催 

※令和 8年度（2026年度）は計画の中間見直しのため、年 3回程度開催予定 

 

７ 応募方法 

応募者は、次の事項を記載した応募用紙及び作文を持参または郵送、E-mailにより提出す

ることとする。 

(1) 応募用紙（様式１） 

(2) 作文（任意様式） 

   テーマ 

国土交通省が「都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な方針」（令

和 6年 12月策定）で掲げる以下の 3つの都市の実現に向け、熊本市において今後

5 年間で重点的に推進すべき花や緑の取組について（3 つの都市像から 1 つを選び

関連する取組等について作文すること） 



2 

 

 ①環境への負荷が小さいカーボンニュートラル都市 

②人と自然が共生するネイチャーポジティブを実現した都市 

③Well-beingが実感できる水と緑豊かな都市 

 

    〇参考（国土交通省ホームページ） 

     都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な方針（緑の基本方針） 

     https://www.mlit.go.jp/toshi/kankyo/toshi_daisei_tk_000089.html 

 

８ 応募期間 

  令和 8年（2026年）3月 23日から令和 8年（2026年）4月 20日 17時まで（必着） 

 

９ 選考方法 

  別に定める審査基準により次の各号を審査し選考する。 

  なお、面接日時等の詳細については、応募期間終了後 5日以内（土日祝日を除く）に通知

する。 

(1) 作文 

(2) 面接 

 

１０ 公募方法 

熊本市ホームページ及び市政だよりに掲載。 

 

１１ 申込先  

〒860-8601 熊本市中央区手取本町 1番 1号 

都市建設局 森の都推進部 みどり政策課 

E-mail：midoriseisaku@city.kumamoto.lg.jp 

  電話 ：096-328-2523 

  

https://www.mlit.go.jp/toshi/kankyo/toshi_daisei_tk_000089.html
mailto:midoriseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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Ⅱ 選考基準 

 １ 審査項目 

  評価項目 

作文 (1) 理解力及び知識 

(2) 提案力 

(3) 熱意・積極性 

(4) 表現力・具体性 

面接 (1) 理解度と目的意識 

(2) 熱意・積極性 

(3) 視野の広さ・柔軟性 

(4) 政策への関心の高さ 

(5) コミュニケーション力 

 

２ 評価方法  

各審査項目について、次に掲げる５段階で評価する。 

点数 評価結果 

５ 優れている 

４ やや優れている 

３ 普通 

２ やや劣っている 

１ 劣っている 

 

３ 基準点  

全評価項目の平均点３点とする。 

 

４ 選考  

(1) 基準点以上の者のうち点数が上位の者から募集人員と同数の者を候補者とする。 

(2) 候補者が委員の就任を辞退した場合は、基準点以上かつ辞退した者の次に合計得点

が上位の者を候補者に選定する。  

(3) 応募者がいずれも基準点に達しない場合は、候補者を選定しない。候補者が委員の就

任を辞退し、他に基準点を満たす者がいなくなった場合も同様とする。  

(4) (1)及び(2)について、合計得点が同じ者が複数人いる場合は、選考委員会の協議によ

って募集人員（１人）と同数を候補者に選定する。 

 

 


